
届出等の手続きについて 
 

〇提出方法及び提出先について 

令和３年９月より、各種手続きに係る負担軽減等の取り組みの一環として、各種届出書類について、メールでの提出も可能となりました。但し、メールで

の提出が困難な場合や、メールで送ることができない書類については、従来通り、郵送又は窓口で提出してください。 

なお、メールで提出する際は、当課に登録されたメールアドレスから送付してください。 

また、令和 4 年度より各種届出等に関して、下記のとおり新たに専用メールアドレスを設定しておりますので、下記のアドレスへ送付していただきますよ

うお願いします。 

（提出先）指導監査課：sidou-kai@city.sasebo.lg.jp 

なお、各種届出について、所管課は指導監査課となりますが、以下の事項の届出先は長寿社会課となりますので、ご注意ください。 

・介護予防・日常生活支援総合事業（第１号訪問事業、第１号通所事業）に係る届出 

⇒長寿社会課庶務係 

・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る体制届及び計画書 

（令和 4年 10月より新設される介護職員等ベースアップ等加算も含む） 

・介護保険法に基づく業務管理体制の届出 

 ⇒長寿社会課介護保険係 
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〇質問について 

事業所の運営等について市の見解を質問する場合は、「質問票」を使用し、メール(又は FAX)で提出してください。質問内容については、下記のとおり担

当課が分かれています。 

なお、質問に対する回答については、時間を要する場合がありますので、ご了承ください。 

※掲載場所：ホーム⇒事業者の方へ⇒介護・高齢福祉⇒事業者へのお知らせ⇒介護保険事業サービスに関する質問等の取扱いについて（お願い） 

長寿社会課 ⇒  ・介護保険制度全般に関すること 

・加算・減算を含む介護報酬請求に関すること 

・個別の介護保険サービス利用に関すること 

（提出先）長寿社会課：chojyu@city.sasebo.lg.jp 

指導監査課 ⇒  ・指導監査に関すること 

・指定及び変更等の届出に関すること 

・事業所の運営及び人員等の基準解釈に関すること 

（提出先）指導監査課：sidou-kai@city.sasebo.lg.jp 

 

〇窓口への来庁について 

各種相談等、来庁が必要な場合は電話にて事前予約をお願いしておりますが、予約なしで来庁されることがあります。外勤や会議等で対応できない場合

がありますので、必ず事前予約のうえ、ご来庁ください。 

 

〇届出様式等の掲載場所について 

各種手続きに係る様式や必要書類については、佐世保市ホームページ（以下、「市ＨＰ」）に掲載しています。 

掲載場所：ホーム⇒事業者の方へ⇒介護・高齢福祉⇒指定・変更等の届出 
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①ホーム 

 

 

 

クリック 



②事業者の方へ 

 

 

 

 

クリック 



③介護・高齢福祉 

 

 

 

クリック 



④指定・変更等の届出 

 

以下、届出内容によって、掲載箇所が分かれます。 

 

 

 

選択し、 

クリック 



〇新規指定（許可）更新申請について 

 

【新規（許可）指定】 

提出期限：事業開始希望月の前々月末 

（例）令和４年 10月 1日に事業を開始する場合は、同年 8月末が提出期限となります。 

申請の前に、指導監査課へ事前相談を行ってください。また、介護保険事業計画との調整を図る必要があるため、申請前に長寿社会課から、意見書の 

交付を受ける必要があります。 

 

【指定更新】 

提出期限：指定更新月の前々月末 

（例）令和４年 10月 1日に指定更新を受ける場合は、同年 8月末が提出期限となります。 

指定効力の有効期限は 6年間です。有効期限の更新が必要な場合は、更新申請が必要です。 

 

〇廃止・休止届について 

提出期限：廃止・休止日の 1カ月前まで 

休止については、再開の見込みがあることが前提となります。再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。 

１回の届出における休止期間は、佐世保市では最長１年間とします。ただし、当該期間中に指定有効期限が到来する場合は、当該期日までとなります。 

この場合、再開に向けた取組み予定等を確認する必要があるため、事前相談を行ってください。 

 

〇再開届について 

提出期限：再開した日から 10日以内 

※但し、再開届については、再開時点で基準を満たしているか確認する必要がありますので、事前相談を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 



●居宅サービス・介護保険施設等 

 

                         ～略～ 

 

サービスを

選択 

廃止・休止・再開届 

サービスごとに、必要書類及び様式が掲載されています。 



●地域密着型サービス等 

 

～略～ 

 

 

 

サービスを

選択 

廃止・休止・再開届 

サービスごとに、必要書類及び様式が掲載されています。 



〇変更届について 

提出期限：変更日から 10日以内 

変更届については、サービスごとに届け出るべき事項、添付書類、様式等について、市ＨＰに掲載しています。 

掲載内容については、制度改正等により変更することがありますので、常に（特に年度当初）最新の内容を確認し、提出してください。 

現に、旧様式での提出、必要書類の添付漏れ、不要な書類の添付など、届出の不備が散見されますので、ご確認をお願いします。 

※制度改正等により、各種様式、添付書類等に変更があった場合は、メール等にて通知していますので、その都度ご確認ください。 

（よくある事例） 

・運営規程の変更について 

以前は、（新）、（旧）とも提出を求めていましたが、現在は（新）のみ提出することとなっています（但し、変更箇所を明示すること）。なお、重要事項説明

書の添付は不要です。また、従業者の員数に係る届出は、１年のうちの一定の時期に提出することで構いません。（令和２年度集団指導資料において通知

済※別添あり） 

 

・登記事項証明書の変更について 

主たる事務所の所在地及び代表者の変更がある場合は、必然的に、登記事項証明書の変更にも該当しますが、変更事項として届出がされない場合が

あるため、適切に届け出てください。 

 

（連絡事項） 

   ・「介護職員等ベースアップ等支援加算」（令和４年 10月創設）に伴う運営規程の変更について、変更届の提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●変更届 

 

サービス

を選択 

 

様式 

サービスごとに、届出事項と添付書類が掲載されています。 

届け出るべき事項及び添付書類を確認のうえ、変更があった場合は、漏れなく届け出てください。 

様式についても、併せて掲載しておりますので、最新の様式を使用し、提出してください。 

 



変更届出書の注意事項 

 

変更があった事項に〇をつけてくださ

い。変更日が同じであれば、複数の変更事

項を同一の変更届で提出されて構いませ

ん。 

総合事業の変更届は、様式が異なります

ので、市ＨＰの長寿社会課が掲載している

様式にて提出してください。（提出先：長

寿社会課） 

 

運営規程を変更する場合の注意点 

・（変更前）（変更後）欄に変更箇所を記載してください。 

・スペースが足りない場合は、別紙のとおりとし、別紙を添付してく

ださい。 

・運営規程の附則（「この規程は〇年〇月〇日から改定する。」等）に

ついても、変更日に併せて記載してください。 

提出日を記載してください 

（変更日ではありません。） 

事業者（開設者）の住所、名称、代表者の職

名、氏名を記載してください 

（事業所ではありません。） 

サービス種類を記載してください 

（介護予防もある場合は、頭に（介護予防））

と追記してください。 

例：（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

※記載漏れが非常に多いため、ご注意くだ

さい。 

実際に変更が生じた日を記載してください 

（変更日ではありません。） 

担当者、連絡先を記載してください。（必須） 

（旧様式には記載欄がないため、必ず現在の

様式を使用してください。 

事業所名は正確に記載してください 



付表の注意事項 

 
 

添付書類として、付表の提出が必要な場合は、「事業

所欄」＋「変更があった事項の欄」のみ記載してくださ

い。 

例：管理者の変更の場合 

⇒事業所欄と①管理者を変更する場合の欄のみ記載 

（②サービス提供責任者を変更する場合③運営規程中

の従業者の職種・員数を変更する場合の欄は記載不

要） 

サービスごとに様式が異なりますので、確認のうえ、使

用してください。 

例示しているものは訪問介護事業所分です。 



〇体制届について 

提出期限：下記のとおり 

加算の内容 届出の提出時期 算定の時期 

在宅系サービスの加算 
15日以前 

16日以降 

翌月のサービス提供分から 

翌々月のサービス提供分から 

居住系を含む施設の加算 
月の初日 

月の初日を除き月末日まで 

提出当月のサービス提供分から 

翌月のサービス提供分から 

緊急時訪問看護加算 ― 届出が受理された日から 

事業所評価加算 

（介護予防通所リハビリテーション、 

介護予防訪問リハビリテーション） 

10月 15日 翌年度 4月のサービス提供分から 

・在宅系サービス（介護予防サービスを含む） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護（短期利用型を含む）、看護小規模多機能型居宅介護（短期利用型を含む）、居宅介護支援 

・居住系サービス（介護予防サービスを含む）及び施設サービス 

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護（短期利用型を含む）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



体制届については、サービスごと、項目ごとに、添付書類、様式等について、市ＨＰに掲載しています。 

掲載内容については、制度改正等により変更することがありますので、常に（特に年度当初）最新の内容を確認し、提出してください。 

今年度についても、関係通知の改正により添付書類、様式の変更があっておりますが、旧様式での提出、不要な書類の添付など、届出の不備が散見さ

れますので、ご確認をお願いします。 

※制度改正等により、各種様式、添付書類等に変更があった場合は、全事業所にメール等にて通知していますので、その都度ご確認ください。 

 

（よくある事例） 

・添付書類について 

各種手続きに係る負担軽減等の取り組みの一環として、近年、添付書類の削減がなされていますが、過去に届け出た際の書類を添付し、不要な書類を

提出される事業所が多数見受けられます。 

市ＨＰにて、最新の内容を確認し、適切に届け出てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●体制届 

 
                   ～略～ 

                      

サービスごとに、項目ごとの添付書類が掲載されていますので、内容を確認のうえ、届

け出てください。 

様式についても、併せて掲載しておりますので、最新の様式を使用し、提出してください。 

サービス

を選択 

 

様式 



体制届出書の注意事項 

                                                                                     

 

変更する体制等の変更前と変更

後について、それぞれ記載してく

ださい。 

例：変更前 〇〇加算 加算Ⅱ 

 変更後 〇〇加算 加算Ⅰ 

 

 

 

総合事業の体制届は、様式が異な

りますので、市ＨＰの長寿社会課

が掲載している様式にて提出して

ください。（提出先：長寿社会課） 

 

提出日を記載してください 

（変更日ではありません。） 

事業者（開設者）の住所、名称、代表

者の職名、氏名を記載してください 

（事業所ではありません。） 

異動（予定）年月日を記載してくだ

さい。 

担当者、連絡先を記載してくださ

い。（必須） 

（旧様式には記載欄がないため、必

ず現在の様式を使用してください。 

 



体制等状況一覧表の注意事項 

 

（今回の変更点） 

体制等状況一覧表については、これまで、全項目について記載していただいておりましたが、今後は、変更する項目の該当箇所のみ番号の横の□を■にしてください。 

※令和４年度より様式を変更しています。 

 

 

該当する番号の

横の□を■にし

てください。 

変更する項目の該当箇所のみ、番号

の横の□を■にしてください。 

※変更がない項目については、記載し

ないでください。 

記載漏れがないようご

注意ください。 

記載漏れがな

いようご注意

ください。 



〇勤務形態一覧表の作成についての注意事項 

 

勤務表については、独自様式での提出も認めているところですが、上記様式に記載すべき内容を全て記載したものを提出して下さい。 

職種、勤務形態、４週の合計、常勤換算（必要な職種）、勤務時間帯、日中及び夜間時間帯（必要なサービスに限る）の記載漏れが散見されます。 

 

・事業所独自の呼称ではなく、人員基準の

職種で記載してください。 

例：通所介護 

管理者、生活相談員、看護職員、介護職

員、機能訓練指導員 等 

 

・兼務がある場合は、漏れなく記載してく

ださい。 

例：管理者兼介護職員 

看護職員兼機能訓練指導員 等 

 

勤務形態（常勤・非常勤や専従、兼務の

別）は、原則として、当該事業所内で考

えてください。 

提出すべき月の誤りが散見されるため、市ＨＰ

の記載内容を確認のうえ、提出してください。 
事業所ごとに作成してください。 

また、グループホームやユニット型施設は、

ユニットごとに作成してください。 

原則として、他の事業所、併設

する有料老人ホーム等での勤

務時間は参入しないでくださ

い。 

時間帯の記載漏れが散見されます。 

スペースが足りない場合は、別紙に記載し、

添付してください。 



〇その他 

老人福祉法に基づく届出については、介護保険の届出とは別になりますので、市ＨＰでご確認ください。 

 

 ●老人福祉法等に基づく届出について（有料老人ホームを除く） 

掲載場所：ホーム⇒事業者の方へ⇒介護・高齢福祉⇒指定・変更等の届出⇒老人福祉法等に基づく届出について（有料老人ホームを除く） 

 

●有料老人ホームに係る手続きについて 

掲載場所：ホーム⇒事業者の方へ⇒介護・高齢福祉⇒指定・変更等の届出⇒有料老人ホームに係る手続きについて 

 

 

 

 

クリック 


